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特定不妊治療費・一般不妊治療費の助成
◦問い合わせ　役場健康保険課　母子保健係　☎096(294)1075

10月からこども医療費の助成対象年齢を引き上げます
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

医療費や入院時食事代の自己負担額を減額します
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

助成

こど
も

特
定
不
妊
治
療（
体
外
受
精
や
顕
微
授

精
）や
一
般
不
妊
治
療（
人
工
授
精
）

を
受
け
た
人
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
、
町
で
は
治
療
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

●
申
請
期
間

【
特
定
不
妊
治
療
】

　
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
し
た
特

定
不
妊
治
療
で
あ
り
、
県
助
成
事
業
の
承
認

を
受
け
た
日
か
ら
１
年
以
内

【
一
般
不
妊
治
療
】

　
令
和
元
年
10
月
１
日
以
降
に
受
け
た
一
般

不
妊
治
療
で
、
人
工
授
精
を
受
け
た
日
の
属

す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内

※
対
象
要
件
や
申
請
手
続
き
に
必
要
な
書
類

　
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

満18歳 中学生以下
（満15歳以下）

適用年月日 令和３年10月 継続して利用可能

手続き 申請書と保険証のコピー
を役場健康保険課に提出 必要なし

受給者証

全員に有効期限を更新した受給者証を９月中
に郵送
※古い受給者証は９月末まで使用できます。

10月以降は個人で処分して結構です。

こ
ど
も
医
療
費
に
対
す
る
助
成
対
象
年
齢

を
、10
月
か
ら
現
行
の
中
学
３
年
生（
満

15
歳
）か
ら「
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
」に
引
き
上
げ
ま
す
。

　
制
度
の
変
更
に
伴
い
、
新
た
に
対
象
と
な
る

人
は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
書
は
郵
送
で
７

月
中
旬
に
配
布
し
ま
す
。必
要
事
項
を
記
入
し
、

申
請
書
と
保
険
証
の
コ
ピ
ー
を
役
場
健
康
保
険

課
国
保・医
療
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
時
点
で
資
格
を
持
っ
て
い
る
中
学
３
年
生

ま
で
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
資
格
を
継
続
す
る

た
め
、
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
有
効
期
限

を
更
新
し
た
受
給
者
証
は
、
９
月
中
に
郵
送
し

ま
す
。

町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
、
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
人
は「
限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」を
病
院
の
窓
口
に
提
示
す
れ
ば
、

医
療
費
や
入
院
時
食
事
代
の
自
己
負
担
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
町
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
住
民
税
課
税
世
帯

の
人
は「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
提
示
す
れ

ば
病
院
の
窓
口
で
医
療
費
が
減
額
さ
れ
ま

す
。
入
院
中（
予
定
も
含
む
）の
人
や
高
額
な

医
療
費
を
支
払
っ
て
い
る
人
で
、
認
定
証
を

持
っ
て
い
な
い
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、現
在「
区
分
Ⅱ
」か「
区
分
オ
」の「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を

持
っ
て
い
る
人
で
、
過
去
１
年
間
に
90
日
以

上
入
院
し
て
い
る
人
は
、
91
日
目
以
降
の
入

院
時
食
事
代
が
さ
ら
に
減
額
さ
れ
ま
す
。
な

お
、減
額
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
場
所

　
役
場
健
康
保
険
課　
国
保・医
療
係

●
持
参
す
る
も
の　

　
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）、
国
民
健
康　

保
険
証
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

※
過
去
１
年
間
に
90
日
以
上
入
院
し
た
こ

と
が
あ
る
人
は
、
入
院
が
90
日
を
超
え
た

こ
と
が
わ
か
る
領
収
書
と
現
在
お
持
ち
の

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」も
必
要
で
す
。

国保

道路
◦問い合わせ　役場建設課　管理係　☎096（293）2815

私
た
ち
が
生
活
す
る
上
で「
道
路
」は
、

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
施
設

で
す
。
道
路
を
安
全
快
適
に
利
用
す
る
た
め

に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
穴
な
ど
道
路
の
破
損
を
見
つ
け
た
時
は
…

　
道
路
の
穴
ぼ
こ
や
破
損
は
、
道
路
の
管
理

者
が
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
誰
が
管
理
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
、
場
所
を
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。
町
が
管
理
し
て
い
る
道
路
は
、
町
職

員
が
現
地
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
た
対
応

し
ま
す（
国・県
が
管
理
す
る
道
路
は
、
そ
の

道
路
の
管
理
者
が
対
応
し
ま
す
）。

●
道
路
に
張
り
出
し
た
木
は
切
り
ま
し
ょ
う

　
私
有
地
か
ら
道
路
に
張
り
出
し
て
い
る
枝

や
葉
は
、
土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
り
ま

す
。
町
や
県
で
は
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
土
地
所
有
者
に
剪
定
・
刈
込
み
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　
木
の
枝
や
生
垣
が
道
路
上
に
張
り
出
し
た

り
覆
い
か
ぶ
さ
る
と
、
通
行
し
づ
ら
い
だ
け

で
な
く
、
倒
木
な
ど
に
よ
り
大
き
な
事
故
の

原
因
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。

　
近
く
で
こ
の
よ

う
な
箇
所
を
見
か

け
た
ら
、近
所
同

士
で
声
掛
け
を
お

願
い
し
ま
す
。

道路を安全・快適に利用するために

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 報酬
時間給換算

社会
保険

雇用
保険 備　考

事務補助
（障がい者対象）

役場庁舎
ほか 月～金 8:30～17:15

のうち5時間30分

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神保健福祉手帳

いずれかの交付
を受けている人

897円～
925円 有 有

配慮すべき事項
などがある場合
は、申し込み時
に申し出てくだ
さい。

学習支援指導員 町内小中学校 月～金
（学校開校時のみ）

8:00～17:00
のうち5時間45分 学校教諭免許 1,529円～

1,558円 有 有

給食調理補助員
（A)

学校給食
センター

月～金 
（学校開校時のみ） ８:30～16:30 － 897円～

925円 有 有

保育士（副担任） 大津保育園 
または分園 月～金 7:00～18:00

のうち7時間30分 保育士 1,037円～
1,259円 有 有

2～3カ月に1回
土曜日または日
曜日の勤務あり
（平日振替対応）

建築監督業務
補助員

役場庁舎
ほか

月～金
のうち週 4 日

8:30～17:15
のうち5時間

1 級建築士かつ
実務経験 5 年以上

1,756円～
1,786円 有 有

子育て世代包括支
援センター相談員

子育て・健診
センター

月～金
のうち月12日

8:30～17:15
のうち7時間

保健師または
助産師

1,201円～
1,349円 有 有

●申込期限　７月12日（月）
●受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
●申込方法　職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。
●任用期間　８月１日（日）以降から令和４年３月31日（木）まで
●その他　　①申込者については面接を実施する予定です。
　　　　　　②報酬は、職種により月額、日額、時間額となります。
　　　　　　③勤務条件により期末手当が支給されます（任期が 6 カ月以上で週15時間30分以上勤務する場合に支給）。
　　　　　　④募集の詳細などは変更となる場合があります。

令和３年度の会計年度任用職員を募集します募集
◦問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎096（293）3111
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